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【
請
願
の
趣
旨
】

今
日
の
建
設
現
場
で
働
く
建
設
労
働
者
の
賃
金
・
単
価
の
状
況
は
、
元
請
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
受
注
や
指
し
値
発
注
に
よ
り
、
下

請
業
者
の
経
営
が
圧
迫
さ
れ
、
末
端
で
働
く
仲
間
達
が
生
計
を
立
て
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
状
態
が
続
け
ば
、

若
年
技
能
工
の
確
保
も
危
う
い
事
態
を
招
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
の
深
刻
化
し
て
い
る
建
設
業
界
の
現
状
に
対
し
て
、

国
会
は
、
十
一
月
十
七
日
の
参
議
院
本
会
議
で
「
公
共
工
事
入
札
・
契
約
適
正
化
法
案
」
を
可
決
・
成
立
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
法
律
は
、
国
、
特
殊
法
人
、
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
共
工
事
の
入
札
お
よ
び
契
約
に
つ
い
て
、
そ
の
適
正
化
の
基
本

事
項
を
定
め
、
情
報
の
公
表
、
不
正
行
為
等
と
施
工
体
制
の
適
正
に
対
す
る
措
置
を
講
じ
、
併
せ
て
適
正
化
指
針
の
策
定
等
を

行
い
、
公
共
工
事
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
の
確
保
と
こ
れ
を
請
け
負
う
建
設
業
者
の
健
全
な
発
達
を
図
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ま

し
た
。
特
に
こ
の
法
律
の
附
帯
決
議
で
は
、
建
設
労
働
者
の
適
正
な
賃
金
を
確
保
す
る
た
め

「
地
域
雇
用
と
経
済
を
支
え
る

、

優
良
な
中
小
・
中
堅
建
設
業
者
の
受
注
機
会
の
確
保
、
建
設
労
働
者
の
賃
金
、
労
働
条
件
の
確
保
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
努

め
る
こ
と
」
を
明
記
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
貴
自
治
体
に
お
い
て
も
、
更
な
る
施
策
の
充
実
を
図
っ
て
い
た
だ
き
た
く
、
左
記
事
項
に
付
い

て
請
願
い
た
し
ま
す
。

【
請
願
事
項
】

一
、
貴
市
が
発
注
す
る
工
事
に
つ
い
て
、
最
低
で
も
、
公
共
工
事
設
計
労
務
単
価
（
三
省
協
定
賃
金
）
を
根
拠
に
積
算
さ
れ
た

労
務
経
費
が
、
当
該
工
事
現
場
に
従
事
す
る
下
請
事
業
所
の
労
働
者
・
職
人
の
賃
金
と
し
て
確
保
で
き
る
よ
う
な
施
策
を

検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

二
、
公
契
約
条
例
（
公
共
工
事
に
お
け
る
賃
金
な
ど
の
確
保
条
例
）
の
制
定
に
向
け
て
、
適
正
化
指
針
の
策
定
内
容
と
合
わ
せ

て
十
分
な
検
討
を
行
な
っ
て
下
さ
い
。


